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要旨 

 我が国の農業及び農村社会は、戦後の過疎化やそれに伴う高齢化、後継者不足に陥り、

食料生産基盤の振興が急務である。食料自給率は直近のデータで 39％と、先進国の中で

は最低基準である。加えて、自由貿易の潮流や新興国の食料需要の増加など、我が国を取

り巻く食糧安全保障環境は、これからも厳しさを増すことは不可避である。 

 他方で、若者の田園回帰の動きもみられているのも事実であり、新規就農者もここ数年

5万人から 6 万人台で推移している。しかし、そのような若者も農業をはじめとする 1次

産業における収入の不安定さ等が定住の障壁となっていると考えられる。他方で、旧来か

らの農村地域の住民については、「誇りの空洞化」による、地域社会への諦念が農村社会

の厳しさに拍車をかけている。 

 そこで、本論文では新規就農者と旧来からの住民の連携を促進するために、エネルギー

兼業農家という手法を提案する。エネルギー兼業農家とは、農業から排出される農業副産

物(本文では、農作物非食用部と同義とする)を有効利用した上で、直接燃焼やガス化する

ことによりエネルギーを創出し収入を得るというものである。また、エネルギー創出にか

かる組合を作り、地域内の資金と資源循環を惹起させることを目的とする。 

 加えて、小田切が指摘するように、農村では人やむらや土地の空洞化以外にも、「誇り

の空洞化」が問題視されている。農業者や地域住民が、地域に誇りを持てる一手法とし

て、地域の未利用資源を用いたエネルギー創出があるのではないかと考える。 

 地域の未利用資源としては、間伐材や製材端材、家畜排泄物などがあげられ、それらに

関しては多くの自治体で利活用が行われている。しかし、農作物非食用部の利用率や利用

事例は少ない。そこで、本論文では耕種農家から排出される農作物非食用部によるエネル

ギー創出と、エネルギーの利用に関わる地域共同体の設立による地域づくりを含有した施

策の提言を行うことにした。 

 具体的な提言として、農業者のみならず地域の様々なステークホルダーを巻き込んだエ

ネルギー創出及び供給に関する組合を設立する。農業者をエネルギー源である農業副産物

の供給者として、地域住民には収集や加工、施設管理を委託し、地域住民や行政がエネル

ギーの需要者として、地域エネルギーの創出に関与することが必要である。 

 行政がエネルギー需要者として参画する理由としては、行政施設におけるエネルギー需

要は地域の中で規模が大きいため、こうした地域における活動のスタートアップに必要不

可欠な存在だからである。 

 このように、地域の様々なステークホルダーを巻き込んだ地域エネルギー供給を農業か

ら発信していくことが、将来世代へ向けた農業の新たな形になっていくものだと確信す

る。 
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はじめに 

研究の背景 

日本の農業を端的に示す数値として食料自給率がある。その数値は 39％と食料安全保障

の観点から心許ない状況である。もっとも、農業の基盤ともいえる農村社会が崩壊の危機

に瀕していることも事実である。そのような状況を打開するため、様々な農村振興策を政

府は講じてきた。 

 しかしながら、農業や農村の振興の効果が発現してきたかは、十分議論の余地が残され

ているように感じられる。後継者不足や担い手の高齢化、海外に比べて低い生産性などに

加え、TPP を始めとした自由貿易の潮流によって、価格競争にさらされており、一層、日

本農業の環境は厳しさを増している。他方、政府は農産品の輸出額を 1 兆円規模にまで伸

ばすという目標を設定したが、その実現には担い手の確保や生産性の向上は必須である。 

同時に、農業の基盤となる農村社会の維持及び発展も議論に加える必要がある。確かに、

農業は機械化等で効率化が図られてきたが、農業における人手の必要性や農村社会におけ

る人的資本の必要性は依然として高い。 

そのため、人々が住み続けたい、農業を行っていきたいと思える農村づくりが必要不可

欠であると考える。そこで、農業分野から排出される農業副産物を有効利用することで、

内発性が育まれ、エネルギー創出を通じて地域の活力に寄与し、わが町、わが村に誇りを

抱けるようになるのではないかと考えた。 

研究の目的 

本研究の目的は、農業副産物を用いてエネルギー創出を行い、農家収入の安定化と地域

資源利活用による内発性を育み、地域住民が誇りを抱けるような地域づくりに発展させて

いくための方策を提案することを目的とする。 

既往の研究 

 内発性や内発的発展論の系譜には、社会学者の鶴見和子や経済学者の宮本憲一の議論が

ある。本論文では、地域住民の内発性に視点を置きながらも、エネルギー創出には地域外

の技術移転も必要なため、宮本の定義を参照する。 

宮本憲一が定義する内発的発展論は、維持可能な社会の実現へ向けた地域開発論として

位置づけられている。「地域の企業・組合などの団体や個人が自発的な学習により計画をた

て、自主的な技術開発をもとにして、地域の環境を保全しつつ資源を合理的に利用し、地

域内経済循環を重視し、その地域の文化・教育に根ざした経済発展をしながら、地方自治

体と住民組織のパートナーシップで住民福祉を向上させる地域発展」と定義づけたi。 

 また、地域資源利活用において、地域の住民や団体が主体となる必要性については次の

ような既往研究がある。 

内発的発展論における地域資源利用においては、住民が主導的であるべきことを主張す

る。外来型開発、すなわち住民の意思を反映せず地域外の資源を用いた開発が、必ずしも

地域の厚生を増進させることにならなかった教訓のためであるii。 
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加えて、伊藤(2013)は、木質バイオマスを含む自然エネルギーは、単なる代替エネルギ

ーではなく、地域が経済的かつ、精神的に自立するツールだとしている。自然エネルギー

は、地域住民の手の中にあることが重要で、地域住民の主体的選択と地域資本の育成を促

進することが重要だと指摘している。これまでの富の収奪構造を変え、地域に富みを集積

していくためには、エネルギーの生産主体が地域住民を主体とする地域資本である必要が

あるとしたiii。 

また、ドイツの事例では、地域の農林業者が再エネの運営に参加することにより、地域

内からの持続可能な原料調達を実現しているほか、コミュニティ内への熱供給事業など効

率的なエネルギー利用にもつなげているiv。このように、地域ごとに取り組むことで、電力

や熱の供給ロスを低減できる利点がある。 

これらのように、地域の未利用資源の有効利用について、様々な観点や効果が示されて

いるものの、農家の経済的安定性や、農村社会の誇りの復権といった観点からの既往研究

は少ない。本論文では、地域資源利活用による地域住民の誇りを取り戻し、農業及び農業

の基盤ともいえる農村が持続可能な、「誇り」ある農村の構築を目指す。 

 

第 1 章 日本農業の現状 

 1.1 日本農業の労働面からの現状 

一般的に、日本の農業は衰退傾向にあるという見方が太宗を占めているが、現実の日本

農業の現状を把握し、将来に向けた持続的な農業のあり方を模索する。 

 まずは、農業従事者数の推移を見ていく。平成 29年度における農業従事者数は、181.6

万人で、平均年齢は 66.7 歳であるv。従事者数は年々減少し、基幹的農業従事者における

高齢化比率の上昇も顕著であるvi。他方、基幹的農業従事者は 150.7万人にまで減少し、平

図 1 真意就農者が就農後 1 年～2 年後で苦労することのアンケート調査 

図 1 新規参入者が参入後 1～2 年目に経営面で困っていること 出典:全国農業会議所「新規就農者の就農実績に関する調査結果」平成 22 年 
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均年齢も 66.6歳となっているvii。これからは、高齢者層のリタイア時期とも重なることか

ら、新たな農業の担い手を育成することが急務である。 

新規就農者数はここ数年 5万人前後でほぼ横ばいの数値となっているviii。また新規就農

者が、1 年～2年目の課題として収入の少なさを挙げている(図 1)。若い世代の新規就農者

を農業に定着させるためには、農業所得の改善が不可欠である。その一端として、農業副

産物の有効利用を行い、エネルギーによる副収入という手段が必要であろうと考える。 

1.2 日本の農村社会の現状 

日本の農村社会は、高齢化や後継者問題を抱え、耕作放棄地の拡大が課題となっている。

加えて、山林の放置も増加しており、それが農作物の獣害の引き金になっているとも言わ

れており、負の連鎖が止まらない状況である(図 2)。 

 

 

 

農村社会は、戦後の高度経済成長期に若者が、「金の卵」として上京し、人口の社会減少

によって人口減が惹起された。その頃から、農村社会では過疎という現象が起こり、少し

ずつ集落機能に影響を及ぼしてきた。その後、高齢者の死亡による自然減に時代に入り、

「限界集落」という言葉が生まれた。 

農村は、人間が生きていく上で必要不可欠な食や水の源である。また、農村にある自然

資源(主に山林)は、前述の水源のみならず、土砂災害防止機能、生態系等、様々な便益を

人間に供している。そのため、農業や農村社会の維持は、そういった観点からも重要視さ

れなくてはならないのである。 

小田切は、農村の空洞化を 3 つのステップで示しているix。人の空洞化、土地の空洞化、

むらの空洞化である。人や土地は前述のような人口減や耕作放棄地の問題である。むらの

空洞化とは、集落機能の脆弱化である。加えて、小田切が指摘するのが、「誇りの空洞化」

図 2 農村社会における負の連鎖の説明図 
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であるx。村や集落の限界化は住人の諦念が、地域に広まりそこから農業生産関連の取組が

低下することで、農山村の維持が不可能になるとした。 

そうした農山村地域にこそエネルギー源となるバイオマスが多く賦存する。それらを有

効利用しエネルギー創出を行えば、農村は食料及びエネルギーの供給地として、人々が誇

りを持てる農村づくりが必要である。 

1.3 日本農業の将来に向けた方策 

将来への方策として、新規就農者が安定的に収入を得られる必要性がある。農業から排

出される副産物を有効利用した「エネルギー兼業農家」の考え方を提唱する。本論文にお

けるエネルギー兼業農家とは、農家が農畜産物を生産し、その生産過程で排出される籾殻

や規格外品、家畜排泄物等を直接燃焼やガス化発酵して、エネルギーを得て、それらの売

却益を通常の農家収入と組み合わせて営農をしていくことと定義する。 

2012 年(平成 24 年)以降、固定価格買取制度(以下、FIT制度)により、売電収入は従前の

買取制度に比べ大幅に増えるため、わずかな売電量でも営農の一助になることが考えられ

る。 

 このように、農家が副産物からエネルギーを創出することは、新規就農者の所得安定の

一助になるのではないかと考えられ、他方で農村社会全体から見れば、エネルギー生産に

かかる雇用創出や、エネルギー消費に伴う域内マネーの流出抑制が可能になると考えられ

る。そのため、エネルギー兼業農家の取組は、農家所得の向上のみならず、農村社会全体

に波及効果をもたらし、農業を中心にした地域づくりに寄与し、農業が地域に必要不可欠

な産業へ成長させることが今後の農業に必要である。 

 小田切は、「誇りの空洞化」が、農村社会を衰退させる要因であるとした。こうした農家

を主軸とした地域エネルギーの創出が、農家と農村社会の両者に win₋win の関係を構築し、

新規就農者の所得に対する不安の払拭や発電による地域社会への貢献による自負が、将来

を担う新規就農者の意欲、小田切の指摘する「誇り」の再興に寄与するものと考えられる。 

第 2 章 農村社会に関わるエネルギーの系譜 

 わが国では東日本大震災以降、電力の小規模分散型の供給網や、エネルギーの地産地消

を進める動きに関心が高まっている。また、バイオマス政策の焦点をあてれば、2002年の

バイオマス・ニッポン総合戦略(以下、総合戦略)を皮切りに、バイオマス利活用に関する

法令や施策が打ち出されている(表 1)。 

表 1 の中で、農村社会におけるエネルギー創出の風穴を開けたのが、2002 年の総合戦略

である。これにより、我が国におけるバイオマス利活用が動き始めたといえる。しかし、

総合戦略では投入された資金に対する効果が不透明であるとの問題や、効果の発現を認め

られないとの報告が、総務省の政策評価報告書等によって示されているxi。諸橋(2014)は、

バイオマス・ニッポン総合戦略は 1,374 億円投じたにもかかわらず、バイオマス政策につ

いて殆ど効果が上がっていないと指摘しているxii。特に、バイオマスタウン構想では、計

画を立案しただけで、バイオマス利活用の実行の動きが見られなかった自治体もあった。 
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 これらの反省から、2009 年(平成 21 年)には議員立法で、バイオマス活用推進基本法が

制定され、この法律に則りバイオマス活用推進基本計画が策定された。この基本計画によ

り、2013 年(平成 25 年)にバイオマス産業都市構想が制定され、2018 年(平成 30 年)10 月

19日現在、102 の市町村(十勝地域は 19市町村で申請している)が認定を受けているxiii。 

 また、多くのバイオマス利活用事業で共通の課題が、採算性が合わないという課題であ

る。近年では、FIT 制度による価格支持政策により、バイオマス利活用が発電事業に偏重

している課題があるが、採算性の改善は進んでいる。加えて、エネルギー創出と農山漁村

振興を目指した、農山漁村再エネ法では、確かに農山漁村における再エネ普及において地

域への利益還元にも言及した点において功を奏した一面もある。 

しかしながら、農地転用のワンストップ化が盛り込まれ、農地改廃が進行しているのも

事実である。加えて、FIT 制度は国民負担を強いる制度であるため、本来ならば FIT 制度

に頼らない枠組みにおけるバイオマス利活用が望ましいとの声もあるxiv。 

 これらの課題を超克するため、バイオマスの徹底利用や高付加価値が見込まれるマテリ

アル利用が求められているが、それらの技術は開発途上である。現在のバイオマス利活用

は、林地残材や建築廃材、製材端材をペレット化する事例や、家畜排泄物や下水汚泥をガ

ス化発酵させ、発電を行う事例が太宗を占めている状況である。 

2015 年(平成 27 年)の長期エネルギー需給の見直しや、2018年(平成 30年)7月に公表さ

表 1 バイオマスならびに再生可能エネルギーの法令・施策の沿革 

西暦 施策及び法律名 目標

2002年 バイオマス・ニッポン総合戦略 2010年度における廃棄物系バイオマスの利用率80％

2008年 農林漁業バイオ燃料法

2009年 バイオマス活用推進基本法 バイオマス活用推進計画の策定・推進会議の設置

2010年 バイオマス活用推進基本計画

2011年 FIT法制定　翌年7月施行

2012年 バイオマス事業化戦略 バイオマス産業都市の推進・技術ロードマップの作成

2013年 循環型社会形成推進基本計画

2013年 環境エネルギー技術革新計画

2013年 農山漁村再生可能エネルギー法 農山漁村と再エネの調和を図る

2014年 エネルギー基本計画

2015年 食料・農業・農村基本計画

2015年 長期エネルギー需給見直 2030年におけるバイオマスの電源構成3.7％~4.6％

2015年 温室効果ガス削減に向けた約束草案 2030年度に2013年度比▲26%削減

2015年 社会資本整備重点計画

2016年 科学技術基本計画

2016年 地球温暖化対策計画 2050年度までに80％の温室効果ガスの削減を目指す

2016年 森林・林業基本計画

2016年 新たなバイオマス活用推進基本計画
2025年　2,600万炭素tの利用　600市町村での計画策定

5000億円の市場形成

出典:農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 バイオマスの活用をめぐる状況より作成 
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れた第 5 次エネルギー計画では、バイオマスを含む再生可能エネルギーを主要電源と位置

付けており、普及には低コスト化が必要である。そのため、バイオマスに関しては小規模

分散型の地域による自律的な取組が必要といえる。 

  

第 3 章 日本における農業副産物利活用の潮流 

3.1 バイオマス産業都市における事例 

日本においても、家畜排泄物を有効利用し、バイオガス発電を行う事例や、製材端材や

建築端材からペレットに加工して、発電を行う事例が少しずつではあるが萌芽してきた。

これも、前述のバイオマス活用推進基本計画などの各種政策の後押しによるものといえよ

うが、これらの取組の背景には地元住民の主体的な取組があったxv。 

 私が、平成 29 年から 30 年にかけてバイオマス産業都市のうち、8 市町村に対する予備

調査(現地視察及び担当者へのヒアリング)を行った際は、家畜排泄物の利活用による発電

及び熱供給、間伐材による発電や熱供給といった事例は見られた(表 2)。しかし、農業残

渣などの農業副産物を用いた事例は見当たらず、バイオマス産業都市の中でも取組は少数

派である。 

 

 

 

 上記表 2 の 8 市町村を選定した理由として、これらの市町村は全 102 市町村あるバイオ

マス産業都市に比べ、バイオマス利活用の先駆的な取組事例であったこと、地域住民によ

る内発的取組が一部自治体で確認されたこと等があげられる。 

 特に、我表 2 の鹿追町では、メタン発酵時の熱を配管の凍結防止以外にも、チョウザメ

の養殖やマンゴーの栽培といった、これまで取り組み得なかった産業の創出にも寄与して

いる。 

 また、住民の内発的取組では、興部町におけるバイオマス利用における検討会や評価委

員会の設立、真庭市における真庭の町づくりと将来を考えた「21世紀の真庭塾」の設立な

どが特筆すべき取組といえる。前者は、家畜排泄物の処理に際して、何か有効利用する術

はないかとバイオガスプラントの実効性について検討した。後者は、1993 年から真庭市全

域の活性化や山林の保全などを考え、今では木質バイオマスの先駆者として各種メディア

項目　　　　　市町村名 興部町 足寄町 鹿追町 牛久市 茂木町 上野村 洲本市 真庭市

認定年 2013年(平成25年) 2013年(平成25年) 2013年(平成25年) 2013年(平成25年) 2015年(平成27年) 2017年(平成29年) 2014年(平成26年) 2013年(平成25年)

利用バイオマス 家畜排泄物
木質バイオマス・

家畜排泄物等
家畜排泄物 建築端材・廃食油

家畜排泄物・落ち

葉・籾殻・廃食油
間伐材 廃食油 製材端材

変換手法 ガス化発電 熱電併給 熱電併給 ペレット熱利用・BDF 堆肥・BDF ペレット BDF ペレット

当初の目的
家畜排泄物の適正処

理(悪臭抑制)

市内マネーの流出

抑制並びに地域材

の有効利用

家畜排泄物の適正処理

(悪臭抑制)

霞ヶ浦の環境保全

のため

家畜排泄物の適正処

理(悪臭抑制)

地域材を用いた地

域産業と経済の活

性化(治山の意味合

いも)

菜の花を植えることで

耕作地を維持し、耕作

放棄地を抑制するた

め。

地域材を用いた地

域産業と経済の活

性化(治山の意味

合いも)

雇用者数 4名 不明 10名 5名 4名 直接10名 3名 直接15名

関連産業 観光業 林業 陸上養殖や果樹生産 農業 林業・観光業 農業 林業・観光業

住民主導の動き 勉強会 産学官政との勉強会 商工会が養殖の勉強 町内会で落ち葉拾い 特になし 不明 21世紀真庭塾

波及効果 農作物への付加価値 健康増進 ツアーによる客入 ツアーによる客入 ツアーによる客入

表 2 バイオマス産業都市 8 市町村における予備調査の結果 
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に取り上げられている。 

3.2 青森県平川市の取組 

 産業都市の中でも、特筆すべき取組を行う自治体がある。青森県平川市ではリンゴ剪定

枝を利活用した取組が行われている。同市にある新電力会社「津軽あっぷるパワー」(以下、

パワー社)が、リンゴ剪定枝などを燃料に使った県内の発電会社「津軽バイオマスエナジー」

(以下、エナジー)から電気を購入し、それを市役所や公共施設に売電しているxvi(図)。 

出典: http://www.tsugaru-be.jp/business.html 

 パワー社は、エナジーの子会社であり、エナジーは東京に本社を置く(株)タケエイが出

資した会社である。今回のプラントについては、平川市も参画し、1000 万円の出資を行っ

ている。エナジーは、地元の木材を用いて地域に雇用を作ることを強調し、農地転用の許

可を得た。 

 平川市は産業都市に認定されており、この事業もその一環と考えられる。また、パワー

社は、市が電力の需要者として、後ろ盾となったことがスタートアップに寄与したものだ

と考えられる。他方、農家側としては、厄介者であった剪定枝をパワー社が引き受けるこ

図 3 津軽あっぷるパワーによる平川市の公共施設への売電スキーム 
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とで、剪定枝を処理するための労力や費用が削減されたという便益が生じている。 

 このプラントでは、24 時間体制でボイラーを監視していることや、設備点検などの要員

を含めて、18 名の雇用を創出している。尚、この他にも間伐材を切り出す人員等が創出さ

れる。農家や林家にどれほどのお金が還元されているかは不明だが、燃料費に年間 7 億円

かかっており、これが地域で循環していると考えると、地方都市としては無視できない額

である。 

 また、発電に伴う排熱をハウス栽培に用いることで、5 月から 12月まで高糖度のミニト

マトが収穫につなげている。通常、ボイラーを用いると月 30 万円の燃料費がかかるが、廃

熱を利用することで、200 万円以上の費用削減と、資金循環の惹起が可能になる。最終的

な雇用人員としては、林業従事者で 20名、エナジーで 55 名、ハウス栽培で 8 名と合計で

は 80 名を超える。 

 このように、地域内で資源循環を惹起し、エネルギーを創出することで、地域内での資

金循環を生み、雇用を生むことによって地域住民が関わることによって、「何もない町」が

エネルギーを作り出す町へと変化すると考えられる。 

 

第 4 章 エネルギー兼業農家へのビジョン 

 これまでは、農業とエネルギーの関係や、実際に酪農で取り組まれているエネルギー創

出の実例を見てきた。本章では、農業とエネルギーを有機的に連携させ、将来に向けたビ

ジョンを述べる。 

耕種農家からは、規格外品や剪定時等に農作物残渣が排出される。それらの多くは、畑

に埋められるか、産業廃棄物として扱われているのが一般的である。現行の利用率も、他

のバイオマスに比べて低く 32％に留まっているxvii。 

 農作物非食用部の徹底利用により、エネルギー創出や資源循環に伴う地域活性化が見込

まれる。しかし、これを外来の大手企業が行ってしまうと、地域への利益還元がなされな

い例も少なくない。そのため、農家や地域住民が主体となった取組を醸成することが必要

不可欠である。 

 そこで私は農業者のみならず、農村社会における様々なステークホルダー(利害関係人)

が、エネルギー創出及び利用に関わる関係を構築すべきであると提唱する。その具体的手

法として、地域住民を巻き込んだ組合の設立である(図 4)。 

その理由は 2 点あるが、1 点は既往の研究からも明らかのように、地域におけるエネルギ

ー創出事業において、地域社会に利益還元されるためには地域住民や団体の主体性が必要

だという点があげられる。2 点目は、エネルギーの事業は供給者だけでは成立しえず、地

域に需要者が存在することで、ロスを減らし事業を成立させることが出来る点があげられ

る。 

 図 4が、私が構想する農家と地域社会の様々なステークホルダーを巻き込んだ地域エネ

ルギー創出の関係図である。前述の通り、地域住民や企業、地元金融機関、農家などが出

資してバイオマス発電組合を設立する。地域の様々なステークホルダーに出資をお願いす

る理由には、地域全体がバイオマス発電所に関わっているという実感を抱いて貰うためで

ある。 

 勿論、出資してもらったかわりに電気代の割引や、地域通貨という形での配当を出資者
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に還元する(銀行は、地域内にあるが業務上の都合から現金での還元)。配当を地域住民に

還元することで、Wieg(2013)が指摘している「自らの発電所」という意識の醸成にも寄与

すると考えられるからであるxviii。 

 この構想で特筆すべき点は、銀行や公官庁とのやり取り以外は、原則地域通貨を用いる

点である。その理由は、通常の貨幣では汎用性が高く、非常に流動性が高いため、農業副

産物の売り上げを受け取る農家や、出資金を受け取る住民などが、町外で貨幣を使ってし

まっては、地域内の資金循環を担保できないと考えたからである。 

 一方で、地域通貨を用いれば、農家が農薬などを購入する際にも、地域農協やホームセ

ンターを使うことが考えられるので、地域内資金循環や地域内の小売店などにおける雇用

の創出にも寄与すると考えられる。 

 近年は、通販や大型商業施設の台頭で、町や村における小規模小売店の衰退が加速して

いる。それは買い物難民を生み出し、小売店の消滅による経済の縮小や税収減少などの弊

害を生む。その点、地域通貨は地域で買い物を促進するため、地域で小売店の買い支え運

動を起こすことにも寄与し、地域経済の維持を可能にする。 

 発電に伴う排熱を青森県の事例のように、発電所と隣接した場所に設置することで、雇

用や地域経済に波及効果を生み出すことが出来る。例えば、ハウスで栽培された野菜を用

いたレストランや、ふるさと納税の返礼品に起用する等、活用の場は多岐にわたる。 

 以上のように、エネルギー創出を単体で考えるのではなく、地域の様々なステークホル

ダーを巻き込むことや、発電の副産物である熱を有効利用すること等、エネルギーと全く

関係の無い分野との有機的連携が、農業とその基盤である農村社会、ひいてはそこに住む

図 4 地域エネルギー創出の各組織間の関係図 
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人々の持続性を担保することが出来るのではないかと考える。 

 

おわりに 

 東日本大震災以降、電力の小規模分散や太陽光を中心とした再生可能エネルギーへの関

心が高まっている。特に、富を都市に収奪されているような地域では、地元の関係者が危

機感を覚え、「エネルギー自治」と呼ばれるような、地域独自のエネルギーシステムの構築

を行う自治体もある。 

 そうした自治体には、全国から多くの視察者が訪れ、わが町、わが村でもそれを実践し

ようと躍起になっている。確かに、そのような取組を実践しようという意気込みは素晴ら

しい。しかしながら、我が国は南北に長く、市町村合併をしても未だ 1800 弱の市町村があ

る。 

 それぞれの自治体がそれぞれの歴史や風土、伝統、気候や産業に至るまで、とても多様

性に富んでいる。だからこそ、成功事例を単純に模倣しただけでは、バイオマスを含めた

再生可能エネルギーによる地域活性化はなしえない。私が、本論文で示したのは、「誇り」

を持てるような農村づくりと、農業者の所得を増やすための地域資源循環策である。農業

や農村振興策に、本論文で述べたような施策が盛り込まれることを望む。 

 しかし自治体や地域は模倣ではなく、自らの地域に何があるかを把握し、それをどう生

かしていきたいかを考える必要がある。本論文では、農業副産物の利活用法の外枠だけを

示した。当該自治体は地域づくりのビジョンと共に、農業副産物の利活用法について議論

を深化させていくことが必要である。 
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